
ベースアップ評価料
について













⻭科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
1 初診時 10点
2 再診時 2点
3 ⻭科訪問診療時 イ 同⼀建物居住者以外の場合 41点

ロ 同⼀建物居住者の場合 10点

新設要 施設基準

⻭科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)（Ⅱ)（1⽇につき）

⻭科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)（1⽇につき）
【B】

ロ 再診時イ 初診⼜は⻭科訪問診療を⾏った場合
1点8点1 ０以上1.5未満
2点16点21.5以上2.5未満
3点24点32.5以上3.5未満
4点32点43.5以上4.5未満
5点40点54.5以上5.5未満
6点48点65.5以上6.5未満
7点56点76.5以上7.5未満
8点64点87.5以上
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■⻭科外来・在宅ベースアッ
プ評価料(Ⅰ)により算定され
る点数の⾒込みの10倍の数
が、対象職員の給与総額の
1.2％未満の場合
■毎年3，6，9，12⽉に
変更があれば厚⽣局に届出
■給与総額は、対象となる
12カ⽉の1⽉あたりの平均
■算定⾒込みは、初診料等
の算定回数
■常勤換算2名以上の対
象職員が勤務
■社保収⼊等（保険収⼊、
健康増進法等健診、介護
収⼊等）が総収⼊の80％
以上

要 施設基準 新設

■⻭科衛⽣⼠、技⼯⼠、
その他の医療関係職種の
賃⾦改善を実施している場
合で地⽅厚⽣局⻑に届出
をした場合
■届出様式等は後刻通知



























職員の賃⾦の改善に係る「計画書」を作成し、地⽅厚⽣局⻑等に届出が必要
賃上げに係る計画書・報告書の提出について

様式95︓評価料（Ⅰ）

様式96︓評価料（Ⅱ）

別添︓計画書（Ⅰ・Ⅱ共通）

令和６年度診療報酬改定について｜厚⽣労働省 (mhlw.go.jp)

第３ 関係法令等【省令・告⽰】（4）
2 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する⼿続きの取扱いに
ついて（通知）（令和６年３⽉５⽇/保医発0305第６号
別添２様式95〜98（Excel）よりダウンロード
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「計画書」に基づく賃上げの状況について、定期的に地⽅厚⽣局⻑等に「報告」が必要

賃上げに係る計画書・報告書の提出について

様式98︓評価料（Ⅰ・Ⅱ共通）

別添︓実績報告書（Ⅰ・Ⅱ共通）

「⻭科外来・在宅ベースアップ評価料
（Ⅰ）」を算定する診療所（⻭科）または
「⻭科外来・在宅ベースアップ評価料
（Ⅱ）」を算定する有床診療所（医科）に
おいては、別添「（⻭科診療所）賃⾦改善
実績報告書」を提出する

毎年8⽉に報告
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